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第
５
章　

軍
縮
分
野
の
規
範
形
成
―
―
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
有
用
性

福
井　

康
人

　

近
年
の
軍
縮
措
置
に
つ
い
て
は
一
九
七
八
年
に
開
催
さ
れ
た
第
一
回
軍
縮
特
別
総
会
（
Ｓ
Ｓ
Ｏ
Ｄ
―
Ⅰ
）

に
お
い
て
採
択
の
最
終
文
書
に
示
さ
れ
た
作
業
計
画
に
従
っ
て
軍
縮
交
渉
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
九
〇
年

以
降
の
冷
戦
終
結
後
の
期
間
に
お
け
る
核
軍
縮
の
進
展
を
見
る
と
、
九
六
年
に
包
括
的
核
実
験
禁
止
条
約

（
Ｃ
Ｔ
Ｂ
Ｔ
）
交
渉
が
妥
結
し
て
以
降
、
二
〇
年
間
に
わ
た
る
軍
縮
会
議
の
停
滞
に
加
え
、
軍
縮
に
つ
い
て

の
審
議
機
関
で
あ
る
国
連
軍
縮
委
員
会
も
二
〇
〇
三
年
以
降
は
何
ら
成
果
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
状
況

が
続
い
て
い
る
。
ま
た
今
日
の
核
軍
縮
・
不
拡
散
の
基
礎
を
な
す
核
兵
器
不
拡
散
条
約
（
Ｎ
Ｐ
Ｔ
）
に
つ
い

て
も
二
〇
〇
〇
年
お
よ
び
一
〇
年
運
用
検
討
会
議
で
最
終
文
書
に
合
意
さ
れ
た
も
の
の
、
〇
五
年
お
よ
び

一
五
年
運
用
検
討
会
議
で
は
最
終
文
書
に
合
意
さ
れ
な
い
殆
ど
成
果
の
な
い
厳
し
い
結
果
に
終
わ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
核
軍
縮
を
巡
っ
て
は
八
方
塞
が
り
と
も
言
え
る
状
況
が
続
き
、
核
軍
縮
全
般
に
大
き
な
進
展

が
見
ら
れ
な
い
中
で
、
い
わ
ゆ
る
核
兵
器
の
非
人
道
性
に
着
目
し
た
オ
ス
ロ
、
ナ
ヤ
リ
ッ
ト
、
ウ
ィ
ー
ン

で
の
核
兵
器
非
人
道
性
会
議
に
よ
る
人
道
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
代
表
さ
れ
る
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
注

目
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
類
似
し
た
通
常
兵
器
軍
縮
措
置
の
検
討
事
例
と
し
て
、
特
定
通
常
兵
器
使
用
禁
止
制
限
条
約

（
Ｃ
Ｃ
Ｗ
）
の
枠
組
み
で
の
自
律
型
致
死
性
兵
器
シ
ス
テ
ム
（
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
）
を
巡
る
議
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ち

な
み
に
、
こ
の
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
条
約
等
で
国
際
的
に
合
意
さ
れ
た
表
現
で
は
な
い
も
の

の
、
本
章
で
は
検
討
の
対
象
と
な
る
兵
器
の
非
人
道
性
に
着
目
し
、
国
際
人
道
法
、
国
際
人
権
法
、
国
際

環
境
法
、
倫
理
等
を
基
準
と
す
る
検
討
に
よ
り
具
体
的
措
置
の
規
範
形
成
を
試
み
る
手
法
を
総
称
し
て
人

道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
整
理
す
る
こ
と
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
用
い
ら
れ
て
い

る
手
法
に
つ
い
て
は
、
こ
の
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
を
巡
る
議
論
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
第

一
追
加
議
定
書
第
三
六
条
の
規
定
す
る
新
た
な
兵
器
の
合
法
性
審
査
の
手
法
の
検
討
と
類
似
し
て
い
る
側

面
が
あ
る
。

　

こ
の
新
た
な
兵
器
の
合
法
性
審
査
の
場
合
は
同
第
三
六
条
が
「
締
約
国
は
、
新
た
な
兵
器
又
は
戦
闘
の

手
段
若
し
く
は
方
法
の
研
究
、
開
発
、
取
得
、
又
は
採
用
に
当
た
り
、
そ
の
使
用
が
こ
の
議
定
書
又
は
当
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該
締
約
国
に
適
用
さ
れ
る
他
の
国
際
法
の
諸
規
則
に
よ
り
一
定
の
場
合
又
は
全
て
の
場
合
に
禁
止
さ
れ
て

い
る
か
否
か
を
決
定
す
る
義
務
を
負
う
。」
と
し
て
お
り
、
同
条
の
実
施
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
基
準
等
が

明
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
締
約
国
の
裁
量
の
幅
が
大
き
い
。
ま
た
、「
こ
の
議
定
書
又
は
当
該
締
約
国
に
適

用
さ
れ
る
他
の
国
際
法
の
諸
規
則
」
に
照
ら
し
て
具
体
的
な
適
用
す
べ
き
法
体
系
と
し
て
、
軍
縮
法
、
国

際
人
道
法
、
国
際
人
権
法
、
国
際
環
境
法
を
挙
げ
る
見
解
も
見
ら
れ
、
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
こ
の
外

縁
と
し
て
倫
理
等
が
付
加
さ
れ
た
と
捉
え
得
る
が
、
こ
の
倫
理
に
つ
い
て
は
国
際
人
道
法
の
マ
ル
テ
ン
ス

条
項
の
「
公
共
の
良
心
」
お
よ
び
人
権
法
の
尊
厳
の
権
利
の
双
方
に
関
係
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
ソ
フ
ト

ロ
ー
を
含
む
実
定
法
に
は
該
当
し
な
い
も
の
の
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
条
約
第
三
二
条
が
規
定
す
る
「
解
釈

の
補
足
的
な
手
段
」
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
よ
り
、
軍
縮
条
約
を
含
め
て
実
定
法
の
実
施
等
の
際
に
影

響
を
与
え
得
る
も
の
で
あ
る
。

　

オ
ス
ロ
、
ナ
ヤ
リ
ッ
ト
お
よ
び
ウ
ィ
ー
ン
で
の
三
回
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
た
核
兵
器
非
人
道
性
会
議
の

目
的
に
つ
い
て
は
、
当
初
は
核
兵
器
が
使
用
さ
れ
た
場
合
の
悲
惨
な
結
果
を
多
角
的
に
検
討
し
た
上
で
核

兵
器
使
用
に
起
因
す
る
負
の
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
終
回
の
ウ
ィ
ー

ン
会
議
で
は
核
兵
器
の
使
用
を
法
的
に
禁
止
す
る
こ
と
を
目
指
す
志
向
性
が
明
確
と
な
っ
た
。
同
会
議
の

成
果
と
し
て
議
長
国
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
主
導
し
て
ま
と
め
た
の
が
、
二
〇
一
五
年
Ｎ
Ｐ
Ｔ
運
用
検
討
会
議
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に
提
出
さ
れ
た
「
人
道
的
誓
約
（H

um
anitarian Pledge

）」
で
あ
る
。
同
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
国
連
総

会
第
一
委
員
会
に
は
人
道
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
関
連
す
る
決
議
案
四
本
が
提
出
さ
れ
、
あ
た
か
も
Ｎ
Ｐ

Ｔ
運
用
検
討
会
議
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
の
弔
い
合
戦
の
様
相
を
呈
し
た
。
具
体
的
に
は
、

上
述
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
主
導
し
た
「
人
道
的
誓
約
」
を
決
議
と
し
て
提
出
し
た
も
の
（A

/RES/70/48

）、

非
人
道
的
結
末
に
つ
い
て
の
決
議
（A

/RES/70/47

）、
南
ア
フ
リ
カ
が
提
出
し
た
倫
理
的
使
命
決
議
（A

/

RES/70/50

）
に
加
え
て
、
多
数
国
間
核
軍
縮
交
渉
決
議
（A

/RES/70/33

）
が
採
択
さ
れ
、
最
後
の
決
議
は

オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
多
数
国
間
作
業
部
会
設
置
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
核
軍
縮
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
進

め
方
に
つ
い
て
大
き
な
見
解
の
差
異
が
あ
る
中
で
、
同
作
業
部
会
報
告
書
は
国
連
総
会
手
続
規
則
に
従
い

最
終
的
に
表
決
に
よ
り
採
択
さ
れ
た
。
更
に
、
こ
の
報
告
書
を
受
け
る
形
で
翌
二
〇
一
七
年
に
い
わ
ゆ
る

核
兵
器
禁
止
条
約
交
渉
を
行
う
こ
と
を
決
定
す
る
決
議
も
国
連
総
会
に
よ
り
採
択
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
奇
し
く
も
核
軍
縮
お
よ
び
通
常
兵
器
軍
縮
の
異
な
っ
た
分
野
で
類
似
す
る
人
道
的
ア
プ
ロ
ー

チ
に
よ
る
規
範
形
成
の
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
本
章
で
は
核
兵
器
お
よ
び
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
に

関
連
す
る
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
中
心
に
、
両
者
の
相
違
点
と
共
通
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
軍
縮

分
野
の
規
範
形
成
に
お
け
る
そ
の
有
用
性
を
考
察
す
る
。
ま
た
、
国
際
人
道
法
お
よ
び
国
際
人
権
法
等
法

的
側
面
に
焦
点
を
当
て
て
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
軍
縮
分
野
の
規
範
形
成
の
有
用
性
お
よ
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び
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

１　

規
範
形
成
の
た
め
の
フ
ォ
ー
ラ
ム

核
兵
器
の
人
道
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
動
き

　

核
兵
器
の
非
人
道
性
に
つ
い
て
は
一
九
六
〇
年
代
か
ら
議
論
さ
れ
て
お
り
、
同
時
期
に
採
択
さ
れ
た
原

爆
お
よ
び
水
爆
の
使
用
に
つ
い
て
の
宣
言
の
決
議
（A

/RES/1653

）
に
も
、
人
道
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に

見
ら
れ
る
要
素
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
即
ち
、
同
決
議
に
は
原
爆
お
よ
び
水
爆
の
使
用
が
戦
争
の
範
囲

を
超
え
て
お
り
、
人
類
お
よ
び
文
明
に
対
す
る
無
差
別
の
苦
痛
と
破
壊
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
り
、
国

際
法
の
支
配
お
よ
び
国
際
人
道
法
（law

 of hum
anity

）
に
反
す
る
（
主
文
パ
ラ
一
⒝
）
と
し
、
さ
ら
に
、
原

爆
お
よ
び
水
爆
を
使
用
す
る
い
か
な
る
国
も
国
連
憲
章
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
際
人
道
法
に
違
反

す
る
の
み
な
ら
ず
人
類
お
よ
び
文
明
に
対
す
る
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る
も
の
と
し
て
い
る
（
主
文
パ
ラ
一
⒟
）。

他
方
で
、
近
年
の
人
道
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
二
〇
一
〇
年
Ｎ
Ｐ
Ｔ
運
用
検
討
会
議
最
終
文
書
で
も
言
及

さ
れ
た
「
核
兵
器
の
使
用
の
非
人
道
的
な
結
末
」
を
端
緒
と
す
る
動
き
の
延
長
で
あ
る
。
一
〇
年
Ｎ
Ｐ
Ｔ

運
用
検
討
会
議
で
採
択
さ
れ
た
最
終
文
書
に
盛
り
込
ま
れ
た
行
動
計
画
に
お
い
て
は
、
核
兵
器
に
つ
い
て

そ
の
使
用
の
非
人
道
性
の
み
な
ら
ず
、
国
際
人
道
法
を
含
む
適
用
可
能
な
国
際
法
に
常
に
適
合
す
る
必
要
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性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
類
似
の
試
み
は
過
去
に
も
存
在
す
る
も
の
の
、
フ
ォ
ー
ラ
ム

毎
に
見
る
と
以
下
の
形
で
進
展
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
Ｎ
Ｐ
Ｔ
運
用
検
討
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
国
連
総
会
第
一
委
員
会
で
の
動
き
を
見
る
と
、
上
述
の
一
〇

年
運
用
検
討
会
議
最
終
文
書
の
行
動
計
画
を
受
け
て
、
一
五
年
Ｎ
Ｐ
Ｔ
運
用
検
討
会
議
へ
向
け
た
準
備
委

員
会
お
よ
び
Ｎ
Ｐ
Ｔ
運
用
検
討
会
議
に
合
わ
せ
て
共
同
声
明
が
発
出
さ
れ
た
。
こ
の
共
同
声
明
は
そ
の
後
、

一
二
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
国
連
総
会
第
一
委
員
会
の
際
の
共
同
声
明
、
一
三
年
四
月
に
開
催
さ
れ
た

第
二
回
Ｎ
Ｐ
Ｔ
準
備
委
員
会
の
際
の
共
同
声
明
、
同
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
国
連
総
会
第
一
委
員
会
の

際
の
共
同
声
明
等
類
似
の
共
同
声
明
に
引
き
継
が
れ
る
形
で
、
賛
同
国
を
増
や
し
て
き
た
。

　

さ
ら
に
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
関
連
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
一
〇
年
Ｎ
Ｐ
Ｔ
運
用
検
討
会

議
を
念
頭
に
お
い
て
、
ケ
レ
ン
ベ
ル
ガ
ー
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
総
裁
が
、
同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
核
兵
器
の
廃

絶
お
よ
び
使
用
禁
止
の
必
要
性
を
訴
え
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
見
解
と
し
て
、
核
兵
器
の
使
用
防
止
の
た
め
に

は
法
的
拘
束
力
を
持
つ
条
約
で
核
兵
器
の
使
用
を
禁
止
し
、
廃
絶
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
核
兵
器
の
使

用
禁
止
を
全
面
的
に
支
持
す
る
見
解
を
表
明
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
、
国
際
赤
十
字
・
赤
新
月
連
盟
（
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｃ
）
代
表
者
会
議
で
も
核
兵
器
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
会
議
で
採
択
さ
れ
た
核
兵
器
の
合
法
性
に

つ
い
て
の
見
解
如
何
に
拘
ら
ず
核
兵
器
が
再
び
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
、
既
存
の
コ
ミ
ッ
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ト
メ
ン
ト
お
よ
び
国
際
的
義
務
に
基
づ
い
た
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
国
際
約
束
を
通
じ
て
核
兵
器
の
使
用

禁
止
お
よ
び
廃
絶
の
た
め
の
交
渉
を
喫
緊
か
つ
確
固
た
る
課
題
と
し
て
誠
実
に
追
及
し
て
完
結
す
る
こ
と

を
各
国
に
慫し
ょ
う
よ
う慂す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
特
に
国
際
法
の
観
点
か
ら
は
、
い
か
な
る
核
兵
器
の
使
用
も
特
に

軍
民
標
的
区
別
原
則
、
予
防
原
則
お
よ
び
均
衡
原
則
に
つ
い
て
国
際
人
道
法
に
適
合
す
る
こ
と
は
予
見
し

が
た
い
と
す
る
見
解
を
確
認
し
た
。

　

上
述
の
動
き
を
総
括
す
る
の
が
三
回
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
た
核
兵
器
の
非
人
道
的
影
響
に
関
す
る
国
際

会
議
で
あ
る
。
第
一
回
目
の
キ
ッ
ク
オ
フ
会
議
が
一
三
年
三
月
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
政
府
主
催
に
よ
り
オ
ス
ロ

で
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
特
に
以
下
の
三
点
が
確
認
さ
れ
た
。

①　

い
か
な
る
国
家
あ
る
い
は
国
際
機
関
も
、
核
兵
器
の
爆
発
が
直
ち
に
も
た
ら
す
人
道
面
に
お
け

る
緊
急
事
態
に
十
分
に
対
応
し
、
被
害
者
に
対
し
て
十
分
な
救
援
活
動
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
対
応
能
力
を
確
立
す
る
こ
と
自
体
が
い
か
な
る
試
み
を
も
っ
て
し
て
も
不
可

能
で
あ
る
こ
と
。

②　

こ
れ
ま
で
の
歴
史
で
核
兵
器
の
使
用
お
よ
び
実
験
か
ら
得
た
経
験
は
、
そ
れ
が
即
時
的
に
も
長

期
的
に
も
壊
滅
的
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
を
実
証
し
て
お
り
、
政
治
状
況
は
変
わ
っ
て
も
、
核
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兵
器
の
潜
在
的
破
壊
力
に
変
わ
り
は
な
い
。

③　

原
因
を
問
わ
ず
、
核
兵
器
の
爆
発
の
結
果
は
国
境
を
超
え
、
地
域
的
に
も
世
界
的
に
も
国
家
お

よ
び
市
民
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
す
る
結
論
で
あ
る
こ
と
。

　

さ
ら
に
、
一
四
年
二
月
に
は
第
二
回
会
議
が
メ
キ
シ
コ
政
府
主
催
に
よ
り
ナ
ヤ
リ
ッ
ト
で
開
催
さ
れ
、

議
題
か
ら
は
単
に
第
一
回
オ
ス
ロ
会
議
の
延
長
に
見
え
る
も
の
の
、
実
際
に
は
以
下
の
と
お
り
核
兵
器
の

法
的
規
制
を
念
頭
に
置
い
た
議
論
へ
の
志
向
性
が
さ
ら
に
強
ま
る
結
果
と
な
っ
た
。

①　

こ
れ
ま
で
兵
器
は
違
法
化
さ
れ
た
後
に
廃
絶
さ
れ
て
き
て
お
り
、
こ
れ
が
核
兵
器
の
な
い
世
界

を
実
現
す
る
た
め
の
道
で
あ
る
こ
と
。

②　

こ
れ
は
Ｎ
Ｐ
Ｔ
お
よ
び
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
共
通
第
一
条
を
含
む
国
際
法
上
の
義
務
と
も
合
致

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

③　

核
兵
器
の
人
道
的
影
響
に
関
す
る
幅
広
く
包
括
的
な
議
論
に
よ
っ
て
、
法
的
拘
束
力
の
あ
る
措

置
を
通
じ
た
新
た
な
国
際
基
準
ま
た
は
規
範
に
到
達
す
る
た
め
の
国
家
と
市
民
社
会
の
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
に
つ
な
げ
る
べ
き
旨
提
言
。
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④　

こ
の
目
標
に
資
す
る
外
交
プ
ロ
セ
ス
を
立
ち
上
げ
る
時
が
到
来
し
た
と
の
認
識
を
示
す
と
と
も

に
、
核
兵
器
の
非
人
道
的
影
響
に
関
す
る
会
議
は
、
特
定
の
期
限
、
最
適
な
議
論
の
場
の
定
義
お

よ
び
明
確
か
つ
中
身
の
あ
る
枠
組
み
を
含
む
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

と
結
論
付
け
た
。

　

最
後
に
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
主
催
第
三
回
会
議
が
ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
、
オ
ー

ス
ト
リ
ア
は
こ
の
議
長
サ
マ
リ
ー
よ
り
も
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
誓
約
を
別
途
発
表
し
、

こ
れ
が
そ
の
後
の
「
人
道
的
誓
約
」
へ
と
繋
が
る
。

①　

特
に
核
兵
器
の
使
用
問
題
に
つ
い
て
、
核
兵
器
を
複
数
の
法
的
観
点
か
ら
見
た
と
き
、
核
兵
器

の
保
有
、
移
転
、
生
産
お
よ
び
使
用
を
普
遍
的
に
禁
止
す
る
包
括
的
な
法
規
範
が
存
在
し
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
核
兵
器
の
非
人
道
性
に
関
す
る
二
年
間
の
議
論
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ

た
新
た
な
証
拠
は
、
核
兵
器
が
国
際
人
道
法
に
適
合
す
る
形
で
使
用
さ
れ
得
る
の
か
と
い
う
点
で

あ
る
こ
と
。

②　

国
際
環
境
法
は
核
兵
器
を
明
示
し
て
い
な
い
も
の
の
、
武
力
紛
争
に
お
い
て
適
用
可
能
で
あ
る
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こ
と
か
ら
、
核
兵
器
の
使
用
の
規
制
に
関
連
し
得
る
こ
と
。

自
律
型
致
死
性
兵
器
シ
ス
テ
ム
（
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
）
非
公
式
専
門
家
会
合

　

通
常
兵
器
分
野
で
の
類
似
の
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
事
例
と
し
て
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
を
巡
る
特
定
通
常
兵
器
使

用
禁
止
・
制
限
条
約
（
Ｃ
Ｃ
Ｗ
）
の
枠
組
み
で
の
議
論
が
挙
げ
ら
れ
る
。
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
を
巡
っ
て
は
、
武
力
紛

争
法
に
限
定
し
て
も
、
人
工
知
能
お
よ
び
自
律
性
を
具
備
し
た
殺
傷
力
を
有
す
る
軍
事
用
ロ
ボ
ッ
ト
が
戦

闘
行
為
に
関
与
す
る
場
合
に
は
、
既
存
の
武
力
紛
争
法
の
適
用
が
困
難
な
状
況
も
生
じ
得
る
と
し
て
、
武

力
紛
争
法
の
「
抜
け
穴
」
に
な
り
か
ね
な
い
と
の
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
ま
た
軍
事
用
ロ
ボ
ッ

ト
が
、
情
報
・
監
視
・
偵
察
（
Ｉ
Ｓ
Ｒ
）
デ
ー
タ
の
収
集
活
動
を
超
え
て
、
特
に
戦
場
で
の
戦
闘
行
為
に
自

律
的
に
運
用
さ
れ
た
場
合
に
法
的
問
題
が
生
じ
得
る
と
の
考
え
方
が
有
力
で
あ
り
、
そ
の
上
で
、
軍
事
用

ロ
ボ
ッ
ト
に
よ
る
戦
闘
行
為
が
武
力
紛
争
法
違
反
と
な
る
場
合
の
責
任
の
帰
属
、
戦
闘
意
思
を
伴
わ
な
い

純
然
た
る
過
失
に
よ
り
問
題
が
生
じ
た
場
合
、
制
御
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
エ
ラ
ー
に
起
因
し
て
問
題
が
生
じ
た

場
合
と
い
っ
た
状
況
を
想
定
し
て
の
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
自
律
的
（autonom

ous
）
で
あ
り
か
つ
致
死
性
（lethal

）
を
有
す
る
兵
器
シ
ス
テ
ム

と
理
解
さ
れ
て
い
る
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
に
つ
い
て
の
規
制
・
禁
止
の
是
非
を
検
討
す
る
非
公
式
専
門
家
会
合
に
よ
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り
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
二
〇
一
三
年
一
一
月
に
開
催
さ
れ
た
Ｃ
Ｃ
Ｗ
締
約
国
会
議
に
よ
り
決
定
さ
れ
、
そ

の
後
一
六
年
四
月
ま
で
の
三
回
に
亘
り
開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
協
議
は
Ｃ
Ｃ
Ｗ
の
趣
旨
と
目
的
の

文
脈
の
中
で
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
分
野
に
お
け
る
新
た
な
技
術
に
関
連
す
る
問
題
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
、
そ
の
検

討
結
果
に
つ
い
て
は
締
約
国
会
議
に
議
長
の
責
任
で
報
告
さ
れ
た
。
ま
ず
、
第
一
回
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
非
公
式
専

門
家
会
合
は
一
四
年
五
月
に
開
催
さ
れ
、
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
技
術
的
側
面
、
倫
理
的
お
よ
び
社
会
学
的
側
面
、

法
的
側
面
、
な
ら
び
に
運
用
お
よ
び
軍
事
的
側
面
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
。
続
く
第
二
回
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
非
公

式
専
門
家
会
合
は
翌
一
五
年
四
月
に
開
催
さ
れ
、
技
術
的
事
項
、
特
徴
、
自
律
性
が
高
ま
っ
た
こ
と
に
よ

る
国
際
人
道
法
に
対
し
て
生
じ
得
る
挑
戦
、
横
断
的
な
課
題
、
透
明
性
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
。
な
お
、

そ
の
関
連
で
今
後
さ
ら
に
議
論
が
必
要
な
論
点
と
し
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
第
三
六

条
に
規
定
さ
れ
る
新
た
な
兵
器
の
合
法
性
審
査
の
問
題
、
マ
ル
テ
ン
ス
条
項
と
の
関
連
で
の
一
般
的
受
容

性
、
倫
理
問
題
、
人
に
よ
る
有
意
の
制
御
（m

eaningful hum
an control

）、
重
要
な
機
能
に
お
け
る
自
律
性
、

命
令
お
よ
び
制
御
、
シ
ス
テ
ム
と
人
間
の
相
互
性
が
特
定
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
検
討
結
果
を
踏
ま
え
て

第
三
回
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
非
公
式
専
門
家
会
合
が
一
六
年
四
月
に
開
催
さ
れ
、
自
律
性
の
位
置
付
け
（m

apping

）、

Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
に
係
る
作
業
上
の
定
義
、
国
際
人
道
法
が
直
面
し
得
る
課
題
、
人
権
お
よ
び
倫
理
、
安
全
保
障

と
の
関
連
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
。
ま
た
、
今
後
の
議
論
の
取
り
進
め
方
に
つ
い
て
第
五
回
Ｃ
Ｃ
Ｗ
運
用
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検
討
会
議
へ
の
勧
告
案
と
し
て
議
論
さ
れ
、
一
七
年
か
ら
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
の
政
府
専
門
家
会
合
（
Ｇ
Ｇ
Ｅ
）

の
形
態
で
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
規
制
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
が
一
六
年
一
二
月
に
開
催
さ
れ
た
第
五
回
Ｃ
Ｃ
Ｗ

運
用
検
討
会
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
。

２　

新
た
な
規
範
形
成
に
向
け
て

核
兵
器
の
使
用
禁
止
問
題

　

核
兵
器
の
使
用
に
関
す
る
法
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
に
よ
る
一
九
九
六
年

核
兵
器
の
使
用
・
威
嚇
の
合
法
性
に
係
る
勧
告
的
意
見
に
お
い
て
既
に
詳
細
な
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
核
兵
器
の
使
用
禁
止
問
題
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
の
み
な
ら
ず
、
一
連
の
核
兵
器
の
非
人
道
性
会

議
、
二
〇
一
六
年
に
国
連
総
会
の
補
助
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
多
数
国
間
作
業
部
会

で
の
議
論
に
お
い
て
も
同
勧
告
的
意
見
を
踏
ま
え
て
の
法
的
見
解
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
こ
の
勧
告
的

意
見
に
係
る
主
要
な
点
に
つ
い
て
確
認
の
た
め
取
り
上
げ
る
。

　

ま
ず
、
核
兵
器
の
使
用
が
現
行
国
際
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
と
の
点
に
つ
い
て
、
こ
の
勧
告
的

意
見
は
、
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
法
の
原
則
お
よ
び
規
則
が
敵
対
し
た
武
装
配
備
が
多
く
の
厳
格
な
条

件
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
し
な
が
ら
も
、
核
兵
器
の
包
括
的
か
つ
普
遍
的
に
禁
止
す
る
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い
か
な
る
慣
習
国
際
法
も
条
約
も
存
在
し
な
い
と
判
示
（
パ
ラ
六
二
お
よ
び
主
文
Ｂ
）
し
て
い
る
。
も
っ
と
も

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
非
核
兵
器
地
帯
条
約
の
一
つ
で
あ
る
ト
ラ
テ
ロ
ル
コ
条
約
お
よ
び
ラ
ロ
ト
ン
ガ
条

約
に
お
い
て
核
兵
器
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
事
例
が
あ
る
こ
と
に
言
及
し
つ
つ
も
、
国
家
の
存
亡
が

危
機
に
晒
さ
れ
る
と
い
っ
た
自
衛
の
極
端
な
状
況
の
下
で
は
核
兵
器
の
使
用
・
威
嚇
の
合
法
性
に
つ
い
て

確
た
る
結
論
を
導
き
得
な
い
と
し
て
お
り
（
パ
ラ
九
七
お
よ
び
主
文
Ｅ
）、
国
家
の
自
然
権
な
い
し
は
固
有
の

権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
自
衛
権
と
の
関
係
で
は
、
核
兵
器
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い

難
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
議
論
の
帰
結
の
背
景
に
は
核
兵
器
国
に
よ
る
「
核
抑
止
政
策
」

も
あ
り
、
核
兵
器
の
使
用
を
禁
止
す
る
法
的
信
念
（opinio juris

）
の
存
在
が
確
認
し
得
な
い
こ
と
を
認
め

て
お
り
、
核
兵
器
廃
絶
を
目
標
と
し
つ
つ
も
そ
の
実
現
に
は
幾
多
の
試
練
が
待
ち
受
け
て
い
る
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る
。

核
兵
器
使
用
問
題
と
国
際
法
の
主
要
分
野
と
の
関
係

　

核
兵
器
の
使
用
禁
止
問
題
と
国
際
法
の
主
要
分
野
と
の
関
係
を
見
て
み
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
国
際
人
道
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
決
議
は
如
何
な
る
核
兵
器
の
使
用
も
特
に
軍
民
標

的
区
別
、
予
防
お
よ
び
均
衡
の
原
則
と
い
っ
た
国
際
人
道
法
の
基
本
原
則
に
合
致
す
る
こ
と
は
予
見
し
難
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い
と
し
、
さ
ら
に
最
も
予
見
可
能
性
の
高
い
シ
ナ
リ
オ
下
に
お
い
て
も
厳
格
な
禁
止
の
対
象
と
な
る
可
能

性
が
高
い
と
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
他
方
で
、
一
〇
年
に
ウ
ガ
ン
ダ
の
カ
ン
パ
ラ
で
開
催
さ
れ
た
国

際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
規
程
運
用
検
討
会
議
で
は
、
戦
争
犯
罪
の
規
程
改
正
案
（RC/Res.5

）
の
審
議
過

程
に
お
い
て
、
核
兵
器
の
使
用
の
犯
罪
化
が
核
兵
器
国
と
非
同
盟
諸
国
の
間
で
の
激
し
い
攻
防
の
末
に
最

終
的
に
削
除
さ
れ
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
に
よ
る
核
兵
器
の
使
用
禁
止
は
実
現
せ
ず
、
将
来
の
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
程
改
正

に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
国
際
人
権
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
る
と
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
勧
告
的
意
見
は
自
由
権
規
約
（
市
民
的
権
利

お
よ
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
協
約
）
に
よ
る
保
護
は
同
規
約
第
四
条
が
規
定
す
る
権
利
の
制
限
に
該
当
す

る
場
合
を
除
き
、
武
力
紛
争
中
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
核
兵
器
の
破
壊
威
力

を
勘
案
す
る
と
、
そ
の
保
護
さ
れ
る
権
利
の
中
で
も
直
接
関
連
す
る
こ
と
が
確
実
に
予
見
さ
れ
る
の
は
第

六
条
の
規
定
す
る
生
命
に
対
す
る
権
利
で
あ
り
、「
す
べ
て
の
人
間
は
、
生
命
に
対
す
る
固
有
の
権
利
を
有

す
る
。
こ
の
権
利
は
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
。
何
人
も
、
恣
意
的
に
そ
の
生
命
を
奪
わ
れ
な
い
。」
と

規
定
し
て
お
り
、
同
権
利
は
交
戦
状
態
に
あ
る
場
合
に
も
保
護
さ
れ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
特
に

核
兵
器
の
使
用
に
よ
り
侵
害
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
生
命
に
対
す
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
強
行
規
範
（jus 

cogens

）
や
対
世
的
（erga om

nes

）
義
務
に
該
当
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
核
兵
器
の
使
用
は
国
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際
人
権
法
の
要
請
と
も
両
立
し
難
い
も
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
社
会
権
規
約
が
保
障
す
る
権
利
に
つ
い
て

も
、
広
島
・
長
崎
で
の
被
爆
の
実
相
に
照
ら
し
て
も
、
相
当
な
生
活
水
準
に
つ
い
て
の
権
利
（
同
規
約
第

一
一
条
）、
身
体
お
よ
び
精
神
の
健
康
を
享
受
す
る
権
利
（
同
規
約
第
一
二
条
）
等
が
侵
害
さ
れ
る
可
能
性
が

極
め
て
高
い
。

　

ま
た
、
国
際
環
境
法
と
の
関
連
で
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
追
加
議
定
書
第
三
五
条
三
項
の
規
定
、
環

境
改
変
技
術
敵
対
的
使
用
禁
止
条
約
（
Ｅ
Ｎ
Ｍ
Ｏ
Ｄ
）、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
環
境
宣
言
、
リ
オ
宣
言
等
の
国
際

文
書
に
つ
い
て
も
平
時
・
戦
争
時
を
問
わ
ず
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
Ｉ
Ｃ
Ｊ
勧
告
的
意
見
に
よ
り
確
認
さ
れ

て
お
り
、
同
勧
告
的
意
見
は
核
兵
器
の
使
用
の
結
果
が
広
範
囲
に
わ
た
り
か
つ
国
境
を
越
え
る
状
況
が
発

生
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
国
際
環
境
法
に
対
す
る
違
反
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

環
境
は
日
々
の
脅
威
に
晒
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
核
兵
器
の
使
用
は
環
境
に
壊
滅
状
況
を
も
た
ら
し

う
る
と
の
認
識
も
示
さ
れ
る
一
方
で
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
対
フ
ラ
ン
ス
の
核
実
験
判
決
を
引
用
し
た
上

で
、
同
判
決
が
核
実
験
の
文
脈
で
は
あ
る
も
の
の
、
武
力
紛
争
時
の
核
兵
器
の
使
用
に
も
適
用
さ
れ
る
も

の
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
実
在
す
る
環
境
保
護
・
保
全
に
関
連
す
る
国
際
法
は
核
兵
器
の
使
用
を
禁
止
し

て
い
な
い
と
勧
告
的
意
見
は
判
示
し
て
い
る
。

　

最
後
に
、
核
兵
器
に
関
連
す
る
軍
縮
条
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
核
兵
器
の
取
得
、
製
造
、
所
有
、
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配
備
お
よ
び
核
兵
器
の
実
験
を
規
制
・
禁
止
す
る
条
約
の
事
例
は
あ
る
も
の
の
、
特
に
使
用
お
よ
び
威
嚇

を
取
り
上
げ
て
お
ら
ず
、
将
来
の
核
兵
器
の
一
般
的
禁
止
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
も
の
の
、
核
兵
器
を
禁

止
す
る
も
の
で
は
な
い
と
結
論
付
け
て
い
る
。
さ
ら
に
、
核
兵
器
の
使
用
禁
止
が
慣
習
法
化
さ
れ
て
い
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
五
年
以
降
核
兵
器
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
一
貫
し
た
慣
行
（a consistent 

practice
）
に
言
及
し
つ
つ
も
、
冷
戦
期
間
だ
け
で
な
く
そ
の
後
も
一
定
数
の
国
が
「（
核
）
抑
止
政
策
」
に

固
執
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
五
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
核
兵
器
の
不
使
用
に
つ
い
て
の
法
的
信
念
を
表

明
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
二
分
さ
れ
て
い
る
現
状
を
指
摘
し
た
上
で
、
慣
習
法
化
し
て
い
な
い
と
判
断
し

て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
を
対
象
と
し
た
ト
ラ
テ
ロ
ル
コ
条
約
、
南
太
平
洋
を
対

象
と
し
た
ラ
ロ
ト
ン
ガ
条
約
は
核
兵
器
の
使
用
禁
止
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
核
兵
器
国
は
一
定
の

状
況
下
で
核
兵
器
を
使
用
す
る
権
利
を
留
保
し
て
お
り
、
こ
の
留
保
に
は
両
条
約
の
締
約
国
お
よ
び
安
保

理
決
議
が
反
対
を
表
明
さ
れ
て
い
な
い
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
両
条
約
、
さ
ら
に
は
一
九
九
五

年
に
核
兵
器
国
に
よ
り
表
明
さ
れ
た
消
極
的
安
全
保
証
が
安
保
理
に
よ
り
支
持
さ
れ
て
い
る
事
実
、
両
条

約
よ
り
後
に
作
成
さ
れ
た
東
南
ア
ジ
ア
非
核
兵
器
地
帯
条
約
お
よ
び
ア
フ
リ
カ
を
対
象
と
し
た
ペ
リ
ン
ダ

バ
条
約
に
照
ら
し
て
も
、
核
兵
器
の
使
用
・
威
嚇
の
包
括
的
ま
た
は
普
遍
的
・
協
定
上
の
禁
止
に
は
至
っ

て
い
な
い
と
同
勧
告
的
意
見
は
述
べ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
巨
大
な
破
壊
力
を
有
す
る
核
兵
器
の
特
性
に
鑑
み
、
武
力
紛
争
時
に
適
用
可
能
な
法
の

原
則
か
ら
導
か
れ
る
厳
格
な
条
件
と
も
両
立
し
え
な
い
と
し
つ
つ
も
、
国
家
生
存
権
、
国
連
憲
章
第
五
一

条
に
則
っ
た
自
衛
の
権
利
、
さ
ら
に
は
「
抑
止
政
策
」
の
存
在
に
言
及
し
た
上
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
検
討
し
た

国
際
法
全
体
の
現
状
に
鑑
み
、
国
家
の
存
亡
が
か
か
っ
た
極
端
な
自
衛
の
状
況
（in an extrem

e circum
-

stance

）
に
お
い
て
は
核
兵
器
の
使
用
・
威
嚇
の
合
法
性
を
判
断
で
き
な
い
と
結
論
付
け
て
い
る
。
こ
う
し

た
中
で
、
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
核
兵
器
の
使
用
禁
止
が
取
る
べ
き
政
策
上
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
明
確
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
一
連
の
議
論
の
際
に
改
め
て
注
目
さ
れ

た
の
が
、
Ｎ
Ｐ
Ｔ
第
六
条
の
規
定
す
る
核
軍
縮
交
渉
義
務
の
対
象
に
含
ま
れ
る
「
効
果
的
措
置
（effective 

m
easures

）」
で
あ
る
が
、
こ
の
措
置
の
交
渉
の
た
め
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
、
ス
テ
ッ
プ
・
バ
イ
・
ス
テ
ッ

プ
方
式
で
ブ
ロ
ッ
ク
を
積
上
げ
る
よ
う
に
個
別
の
条
約
毎
に
交
渉
す
る
方
式
、
Ｃ
Ｃ
Ｗ
の
よ
う
に
枠
組
み

条
約
に
合
意
し
た
後
に
進
め
る
交
渉
方
法
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
核
軍
縮
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ

て
は
核
兵
器
国
と
非
核
兵
器
国
の
間
で
の
二
極
化
が
一
層
顕
著
と
な
り
、
二
〇
一
五
年
Ｎ
Ｐ
Ｔ
運
用
検
討

会
議
で
の
失
敗
の
み
な
ら
ず
、
同
年
の
国
連
総
会
第
一
委
員
会
に
お
け
る
核
関
連
決
議
の
表
決
に
際
し
て

は
、
ロ
シ
ア
お
よ
び
中
国
に
加
え
て
、
英
米
仏
が
人
道
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
関
連
決
議
に
対
し
て
反
対
す

る
共
同
歩
調
を
取
り
牽け
ん

制
す
る
の
み
な
ら
ず
、
本
年
二
月
お
よ
び
五
月
に
開
催
さ
れ
た
多
数
国
間
作
業
部
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会
に
は
核
兵
器
国
が
欠
席
戦
術
を
取
り
、
議
論
に
参
加
し
な
い
と
の
方
針
で
臨
ん
だ
。

３　

Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
使
用
規
制
を
巡
る
議
論

Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
定
義
問
題

　

Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
と
は
何
か
と
い
う
定
義
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
米
国
等
主
要
国
に
よ
る
定
義
の
提
案
が
行

わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
議
論
が
収
斂
し
て
い
な
い
。
現
時
点
で
は
現
実
に
存
在
し
な
い
も
の
を
定
義
す
る

と
い
う
困
難
さ
も
あ
り
、
三
回
に
わ
た
る
非
公
式
専
門
家
会
合
等
で
議
論
さ
れ
た
も
の
の
国
際
的
に
合
意

さ
れ
た
定
義
を
見
出
せ
ず
、「
作
業
上
の
定
義
（w

orking definition

）」
を
目
指
し
て
検
討
が
行
わ
れ
て
い

る
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
提
案
さ
れ
た
代
表
的
な
定
義
の
事
例
を
紹
介
す
る
と
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
米
国
防
総
省
は
傘
下
機
関
へ
の
関
連
指
令
に
「
一
度
作
動
さ
せ
て
か
ら
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
介

入
な
し
で
標
的
を
選
定
・
攻
撃
で
き
る
機
能
を
自
律
的
（autonom

ous

）」
と
記
述
し
た
上
で
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
を

定
義
し
て
い
る
。
ま
た
、
ス
イ
ス
は
「
特
に
標
的
決
定
（targeting

）
サ
イ
ク
ル
に
お
い
て
、
武
力
を
行
使

す
る
人
の
部
分
的
ま
た
は
完
全
な
代
行
者
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
国
際
人
道
法
に
よ
り
規
律
さ
れ
た
任
務

を
遂
行
す
る
能
力
を
有
す
る
兵
器
シ
ス
テ
ム
」
と
定
義
し
て
お
り
、
ス
イ
ス
が
重
視
す
る
国
際
人
道
法
を
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遵
守
す
る
条
件
を
内
包
す
る
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
定
義
を
提
唱
し
て
い
る
。
ま
た
、「
ス
ト
ッ
プ
殺
人
ロ
ボ
ッ
ト
・

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
（Cam

paign to Stop K
iller Robots

）」
に
参
加
す
る
市
民
団
体
の
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ラ
イ

ツ
・
ウ
ォ
ッ
チ
（
Ｈ
Ｒ
Ｗ
）」
は
ロ
ボ
ッ
ト
の
制
御
ル
ー
プ
の
構
造
に
着
目
し
て
定
義
を
試
み
て
お
り
、「
人

に
よ
る
入
力
ま
た
は
操
作
な
し
で
標
的
の
選
別
が
可
能
な
も
の
」
を
「
人
に
よ
る
制
御
外
（hum

an-out-of-

the-loop

）
兵
器
」、「
ロ
ボ
ッ
ト
と
し
て
の
行
動
を
操
作
可
能
な
人
間
の
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
監
視
下
で
標
的

選
別
・
実
力
（force
）
の
行
使
が
可
能
な
兵
器
で
あ
っ
て
、
人
に
よ
り
監
督
さ
れ
た
も
の
」
を
「
人
の
監

視
下
に
あ
る
（hum

an-on-the-loop

）
兵
器
」、
こ
の
二
種
類
が
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
に
該
当
す
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら

に
、
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
は
国
際
人
道
法
の
普
遍
化
の
牽
引
者
と
し
て
、
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
名
称

は
「
標
的
を
選
別
し
て
攻
撃
す
る
重
要
な
機
能
に
お
け
る
自
律
性
を
有
す
る
兵
器
シ
ス
テ
ム
を
指
す
包
括

的
名
称
で
あ
る
」
と
位
置
付
け
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
幅
の
あ
る
定
義
に
よ
り
、
国
際
人
道
法
お
よ
び
「
良

心
の
命
ず
る
と
こ
ろ
」
の
下
で
、
何
が
許
容
さ
れ
る
か
の
境
界
を
定
め
る
プ
ロ
セ
ス
を
容
易
に
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
作
業
上
の
定
義
に
よ
り
実
質
的
な
議
論
を
進
め
る
こ
と
が
可
能
と
す
る
見
解
が
多
数
を

占
め
、
定
義
は
将
来
の
技
術
発
展
に
対
応
し
得
る
こ
と
が
可
能
な
よ
う
に
十
分
に
広
い
も
の
と
す
べ
し
等

の
様
々
な
見
解
が
見
ら
れ
る
中
で
、
今
後
の
重
要
な
検
討
課
題
の
一
つ
と
し
て
二
〇
一
七
年
か
ら
開
催
さ
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れ
る
政
府
専
門
家
会
合
に
よ
り
継
続
し
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
な
っ
た
。
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
を
巡
る
重
要
な
特
性
と

し
て
自
律
性
（autonom

y

）
お
よ
び
人
に
よ
る
有
意
の
制
御
（m

eaningful hum
an control

）
の
二
点
が
挙
げ

ら
れ
て
お
り
、
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
定
義
問
題
同
様
に
議
論
が
収
斂
し
て
お
ら
ず
、
今
後
の
主
要
な
検
討
課
題
で

あ
る
。
特
に
自
律
性
に
つ
い
て
は
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
中
心
的
特
徴
で
あ
る
機
能
と
シ
ス
テ
ム
能
力
を
指
標
と
す

べ
し
等
様
々
な
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
る
他
、
人
に
よ
る
有
意
の
制
御
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
異
論
が
な

い
も
の
の
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

主
要
分
野
の
国
際
法
と
の
関
係

　

国
際
人
道
法
等
と
の
関
係
で
は
、
自
律
性
が
高
度
化
し
た
場
合
に
国
際
人
道
法
が
直
面
し
得
る
課
題
お

よ
び
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
と
の
関
連
が
主
要
な
論
点
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
国
際
人

道
法
が
直
面
し
得
る
課
題
と
し
て
は
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
に
対
し
て
国
際
法
（
特
に
国
際
人
道
法
）
が
適
用
さ
れ
る
こ

と
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
国
際
人
道
法
の
基
本
原
則
で
あ
る
予

防
原
則
、
軍
民
標
的
区
別
原
則
の
遵
守
を
確
保
し
う
る
人
間
レ
ベ
ル
の
標
的
選
別
が
可
能
か
と
の
疑
義
を

表
明
す
る
見
解
が
み
ら
れ
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
第
一
追
加
議
定
書
第
三
六
条
の
規
定
す
る
新
た
な
兵

器
の
合
法
性
の
評
価
に
つ
い
て
は
国
際
人
道
法
上
の
合
法
性
を
確
保
す
る
た
め
の
中
心
的
な
ツ
ー
ル
と
位
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置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
具
体
的
な
合
法
性
の
審
査
基
準
に
つ
い
て
は
各
国
の
裁
量
に
任
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
好
事
例
集
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
各
国
に
よ
り
情
報

共
有
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
提
案
す
る
国
も
あ
っ
た
。
特
に
新
た
な
兵
器
の
評
価
を
行
う
上
で
重
要

な
点
は
予
見
可
能
性
（predictability

）
と
さ
れ
、
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
に
限
ら
ず
予
見
性
可
能
性
が
不
十
分
な
兵
器

は
国
際
人
道
法
の
重
大
な
違
反
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
国
際
人
道
法
の
基
本
的
な
規

則
で
あ
る
予
防
原
則
、
軍
民
目
標
区
別
原
則
、
均
衡
原
則
等
と
抵
触
し
な
い
こ
と
が
確
保
さ
れ
る
か
否
か

の
精
査
が
不
可
欠
と
さ
れ
る
。

　

Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
と
国
際
人
権
法
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
生
存
権
、
身
体
の
自
由
の
権
利
、
人
間
の
尊
厳
に

係
る
権
利
、
人
道
的
処
遇
の
権
利
お
よ
び
（
こ
の
よ
う
な
人
権
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
の
）
侵
害
回
復
の
権
利
、
生

命
の
権
利
、
人
権
に
密
接
な
関
係
の
あ
る
倫
理
の
問
題
も
併
せ
て
議
論
さ
れ
た
。
更
に
、
国
際
人
権
法
と

の
関
連
に
お
い
て
、
そ
の
基
礎
と
な
る
尊
厳
が
確
保
で
き
な
い
こ
と
自
体
が
違
法
で
あ
る
と
は
言
い
難
い

も
の
の
、
マ
ル
テ
ン
ス
条
項
が
尊
厳
の
概
念
の
果
た
す
役
割
を
明
確
化
す
る
上
で
有
益
で
あ
る
と
指
摘
さ

れ
た
。
特
に
マ
ル
テ
ン
ス
条
項
と
の
関
連
で
は
、（
そ
れ
を
許
容
す
る
解
除
条
件
が
な
け
れ
ば
）
武
器
の
使
用
は

そ
れ
自
体
が
罪
と
さ
れ
る
「
自
然
犯
（m

ala in se
）」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
が
今
後
出
現
し

得
る
新
た
な
兵
器
で
あ
る
た
め
、
国
際
人
権
法
の
論
点
に
併
せ
て
特
に
上
述
の
第
三
六
条
に
基
づ
く
新
た
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な
兵
器
の
レ
ビ
ュ
ー
が
特
に
重
要
で
あ
る
。

４　

ま
と
め
と
今
後
の
課
題

　

本
章
で
の
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
二
事
例
は
、
そ
れ
ぞ
れ
核
兵
器
お
よ
び
通
常
兵
器
（
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
）
と
異

な
っ
た
兵
器
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
す
る
規
範
形
成
過
程
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
検
討
手
法
は
国

際
人
道
法
、
国
際
人
権
法
、
さ
ら
に
は
関
連
す
る
倫
理
等
に
照
ら
し
て
規
範
形
成
を
模
索
す
る
ア
プ
ロ
ー

チ
が
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。
特
に
法
的
側
面
に
つ
い
て
は
国
際
人
道
法
の
否
定
的
・
禁

止
的
性
格
も
活
用
し
つ
つ
、
最
終
的
に
規
制
対
象
兵
器
の
使
用
制
限
・
禁
止
を
目
指
す
も
の
で
、
国
際
人

道
法
の
原
則
は
軍
縮
措
置
と
は
親
和
性
が
高
い
も
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
核
兵
器
に
つ
い
て
は
既
に
開
発
・

配
備
さ
れ
て
い
る
実
在
す
る
兵
器
で
あ
る
が
、
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
に
つ
い
て
は
半
自
動
化
さ
れ
た
兵
器
は
存
在
す

る
も
の
の
、
現
時
点
に
お
い
て
は
完
全
な
自
律
性
を
有
す
る
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
は
実
在
し
な
い
兵
器
で
あ
る
と
い

う
根
本
的
な
相
違
点
も
あ
る
。

　

核
兵
器
に
つ
い
て
、
オ
ス
ロ
会
議
か
ら
ウ
ィ
ー
ン
会
議
ま
で
の
一
連
の
会
議
に
よ
る
議
論
は
核
兵
器
の

保
有
・
移
転
・
生
産
お
よ
び
使
用
を
普
遍
的
に
禁
止
す
る
包
括
的
な
法
規
範
は
存
在
し
な
い
と
し
た
。
そ

の
上
で
、
核
兵
器
が
国
際
人
道
法
に
合
致
す
る
形
で
使
用
さ
れ
得
る
の
か
と
い
う
問
題
提
起
に
つ
い
て
は
、
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Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
下
し
た
勧
告
的
意
見
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
を
巡
る
Ｃ
Ｃ
Ｗ
の
枠

組
に
お
け
る
人
道
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
検
討
も
、
国
際
人
道
法
、
国
際
人
権
法
上
の
具
体
的
な
法
的
論

点
の
所
在
の
み
な
ら
ず
、
規
範
形
成
に
お
い
て
規
制
対
象
と
す
べ
き
兵
器
の
範
囲
・
義
務
等
、
今
後
の
新

た
な
具
体
的
軍
縮
措
置
を
考
え
る
上
で
有
益
な
ア
イ
デ
ア
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
後
議
論
が
深
化

し
た
結
果
、
①
行
動
規
範
の
よ
う
な
ソ
フ
ト
ロ
ー
形
式
、
②
Ｃ
Ｃ
Ｗ
の
新
た
な
議
定
書
、
そ
し
て
③
別
途

の
条
約
等
の
規
範
形
成
に
繋
が
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
核
兵
器
の
使
用
・
威
嚇
の
合
法
性
に
係
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
勧
告
的
意
見
が
示
し
た
よ
う
に
、
核

兵
器
の
使
用
禁
止
の
規
範
形
成
に
つ
い
て
は
国
家
の
生
存
権
お
よ
び
、
国
連
憲
章
第
五
一
条
の
集
団
的
自

衛
権
の
規
定
の
根
底
に
あ
る
国
家
の
存
立
の
問
題
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
も
核
抑
止
力
等
の
存
在
を

理
由
に
判
断
を
留
保
し
て
い
る
こ
と
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
核
兵
器
の
使
用
禁
止
の
実
現
に
は
克
服
す

べ
き
点
が
多
く
あ
り
、
中
で
も
核
兵
器
の
使
用
禁
止
に
よ
り
得
ら
れ
る
「
保
護
法
益
」
を
さ
ら
に
明
確
に

す
る
こ
と
は
議
論
を
進
展
さ
せ
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
国
家
安
全
保
障
に
つ
い
て
は
、

そ
も
そ
も
国
家
は
固
有
の
国
民
、
領
土
お
よ
び
統
治
機
構
を
有
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
特
定
の
政
府
で
な

く
そ
の
国
民
の
生
存
が
脅
か
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
が
発
生
す
る
と
必
然
的
に
、
生
存
権
等
の
国
際
人
権
法

に
も
関
係
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
核
兵
器
国
の
主
張
に
は
核
兵
器
が
最
終
手
段
（last resort

）
で
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あ
る
と
し
て
国
家
安
全
保
障
上
の
考
慮
が
常
に
見
ら
れ
る
が
、
Ｌ
Ａ
Ｗ
Ｓ
の
よ
う
な
実
在
し
な
い
通
常
兵

器
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
も
そ
の
軍
事
的
有
用
性
を
理
由
に
既
に
規
制
の
動
き
に
警
戒
的
な
国
が
あ
る
こ
と

も
窺
わ
れ
、
こ
れ
は
特
に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
で
意
思
決
定
が
行
わ
れ
る
場
合
は
必
然
的
に
制
約
と
し
て

働
く
こ
と
に
な
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
に
よ
る
核
保
有
国
に
対
す
る
核
軍
縮
義
務
違
反
に
つ
い
て
の
Ｉ
Ｃ

Ｊ
へ
の
提
訴
は
、
裁
判
を
受
け
入
れ
た
対
英
国
、
対
イ
ン
ド
お
よ
び
対
パ
キ
ス
タ
ン
訴
訟
の
み
が
行
わ
れ

て
既
に
結
審
す
る
中
で
、
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
多
数
国
間
作
業
部
会
報
告
書
は
で
の
検
討
を
経
て
、
二
〇
一
七

年
三
月
か
ら
は
核
兵
器
禁
止
条
約
交
渉
会
議
も
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
既
に
決
定
さ
れ
た
。
即
ち
核
兵
器
の

廃
絶
に
向
け
て
核
軍
縮
を
推
進
す
る
た
め
に
、
今
後
は
「
神
学
論
争
」
で
は
な
く
、
条
約
の
文
言
等
に
つ

い
て
具
体
的
な
議
論
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
核
兵
器
の
使
用
禁
止
の
「
保
護
法
益
」
の
み
な
ら
ず
使
用
に

関
連
し
う
る
意
図
・
故
意
性
と
い
っ
た
主
観
的
要
素
法
的
事
項
の
検
討
も
条
約
交
渉
を
実
質
的
な
も
の
と

す
る
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　

追
記
：
本
章
は
、
広
島
市
立
大
学
広
島
平
和
研
究
所
監
修
、
吉
川
元
・
水
本
和
実
編
『
な
ぜ
核
は
な
く
な
ら

な
い
の
か
Ⅱ
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
六
年
）
所
収
の
拙
稿
「
軍
縮
分
野
の
規
範
形
成
」
の
要
約
を
基
に
加
筆
を

行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
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